
平成年月日 金曜日 第号官 報
〇
総
務
省

財
務
省
令
第
一
号

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年

度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
金
額
を
定
め

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
帰
属
さ
せ
る
も
の

と
す
る
金
額
を
定
め
る
省
令

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
金
額
は
、
公
庫
債
権
金

利
変
動
準
備
金
四
千
億
円
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




